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「
お
も
い
や
り
駐
車
ス
ペ
ー
ス
」

は
、
障
害
者
や
難
病
患
者
、
妊
産

婦
な
ど
、
外
出
時
に
配
慮
が
必
要

な
方
が
利
用
す
る
た
め
の
駐
車
区

画
で
す
。
必
要
と
す
る
方
の
た
め

に
、
適
正
な
利
用
に
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
お
も
い

や
り
駐
車
ス
ペ
ー
ス
を
ご
利
用
さ

れ
る
方
は
、
利
用
証
を
外
部
か
ら

見
え
る
場
所
に
ご
提
示
く
だ
さ

い
。

　

県
保
健
福
祉
課
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●
移
譲
先
…
法
人
名
：
社
会
福
祉　

　

法
人
エ
ル
ム
福
祉
会

　

代
表
者　

理
事
長　

青
柳
秋
男

●
所
在
地
…
大
田
原
市
中
田
原
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●
応
募
法
人
…
２
法
人

●
審
査
…
こ
ど
も
発
達
支
援
セ
ン

タ
ー
な
す
の
園
民
営
化
移
譲
先

法
人
選
考
委
員
会
に
よ
る
審
査

●
選
定
方
法
…
１
次
審
査（
書
類
選

考
）、
２
次
審
査（
ヒ
ア
リ
ン
グ
）

　

那
須
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合

事
業
課
事
務
係
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http://w
w
w
.nasukouiki.or.jp/

　

家
屋
を
新
築
・
増
築
・
取
り
壊

し
た
時
に
は
、
現
地
調
査
を
行
い

ま
す
の
で
、
工
事
完
了
後
に
ご
連

絡
い
た
だ
き
ま
す
と
そ
の
後
の
流

れ
が
ス
ム
ー
ズ
で
す
。

●
新
築
・
増
築
の
場
合
は
、
担
当
職

員
が
各
戸
を
訪
問
し
、
調
査
依
頼

通
知
を
お
渡
し
し
て
い
ま
す
。
不

在
の
場
合
は
、
通
知
を
置
い
て
お

き
ま
す
の
で
、
ご
都
合
の
よ
い
日

時
を
税
務
課
資
産
税
家
屋
係
ま
で

健
康
・
福
祉

お
も
い
や
り
駐
車
ス
ペ
ー
ス
適

正
利
用
の
お
願
い

「
こ
ど
も
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

な
す
の
園
」の
民
営
化
移
譲
先

法
人
が
決
定
し
ま
し
た

税家
屋
を
新
築
・
増
築
・
取
り

壊
し
た
時
に
は

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
家
屋
を
取
り
壊
し
た
と
き
は
、

次
年
度
か
ら
取
り
壊
し
た
家
屋

は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

●
登
記
さ
れ
て
い
な
い
家
屋
を
売

買
さ
れ
た
方
や
相
続
な
ど
さ
れ

た
方
は「
未
登
記
家
屋
の
所
有
者

変
更
届
」を
税
務
課
資
産
税
家
屋

係
ま
で
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

■
課
税
す
る
家
屋
に
つ
い
て

　

家
屋
に
対
す
る
固
定
資
産
税

は
、
毎
年
１
月
１
日
現
在
の
状
況

に
基
づ
い
て
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

住
宅
や
店
舗
等
の
建
物
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
物
置
や
車
庫
な
ど

も
３
面
以
上
の
外
壁
が
あ
り
土
地

へ
の
定
着
性(

基
礎
な
ど)

、
外

気
分
断
性(

屋
根
や
外
壁
な
ど)

、

用
途
性(

使
用
目
的
に
よ
る)

の

要
件
を
満
た
せ
ば
課
税
の
対
象
と

な
り
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー

な
ど
で
購
入
し
た
物
置
な
ど
も
基

礎
の
構
造
に
よ
っ
て
は
課
税
対
象

と
な
り
ま
す
の
で
、設
置
す
る
際
、

判
断
に
迷
う
場
合
は
事
前
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

税
務
課　
　

１
階

　
（
２
３
）８
８
６
４

農業用軽油免税証の交付申請受付

平成 30 年分農業用軽油免税証の交付申請受付を次のとおり行います。

　新規申請、使用者証を紛失、耕作面積変更等により交付数量の変更を希望される方は、事前に農業委員会で
耕作証明書の交付を受け持参してください。（更新時の耕作証明書の添付は不要です。）    
　軽油免税証の交付を３年以上申請していない方は、新規扱いとなります。

■申請受付日程（※いずれの日も午前11時30分～午後1時は受け付けできません。）

問大田原県税事務所　　（２３）４１７２

期日 受付時間 会場
平成 30 年１月 25 日（木）

①午前９時 30 分～ 11 時 30 分
②午後１時～３時

ＪＡなすの大田原支店
（浅香 1-2-32）

１月 26 日（金）
１月 29 日（月）
１月 30 日（火）
１月 31 日（水）
２月１日（木）
２月２日（金）

※１　受委託契約により交付を受けている方のみ。　※２　機械に変更があった場合のみ。

使用者証 印鑑 報告書 納品書 耕作証明書 農作業受委託証明書 カタログ 交付手数料
継続 ○ ○ ○ ○ 　　○※２
更新 ○ ○ ○ ○ 　　○※１ 　　○※２ 420 円
紛失 ○ ○ ○ ○ 　　○※１ 　　○※２ 420 円
新規 ○ ○ ○ 420 円
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●
評
価
替
え
と
は

　

土
地
、
家
屋
、
償
却
資
産（
業
務

用
の
機
械
、
備
品
な
ど
）か
ら
算

出
さ
れ
た
固
定
資
産
税
を
、
３

年
ご
と
に
見
直
す
制
度
を「
評
価

替
え
」と
い
い
ま
す
。
本
来
な
ら

毎
年
評
価
替
え
を
行
い「
適
正
な

時
価
」を
も
と
に
課
税
を
行
う
こ

と
が
納
税
者
間
に
お
け
る
税
負

担
の
公
平
に
資
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
が
、
膨
大
な
量
の
土
地
、

家
屋
に
つ
い
て
毎
年
度
評
価
を

見
直
す
こ
と
は
実
務
的
に
不
可

能
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
原

則
と
し
て
３
年
ご
と
に
評
価
額

を
見
直
し
て
い
ま
す
。

●
土
地
の
評
価
替
え

　

土
地
の
評
価
は
、
総
務
大
臣
が
定

め
た「
固
定
資
産
評
価
基
準
」に
基

づ
き
、
地
目
別
に
定
め
ら
れ
た
評

価
方
法
に
よ
っ
て
評
価
し
ま
す
。

①
地
目
：
固
定
資
産
税
の
評
価
上

の
地
目
は
、
田
・
畑
・
宅
地
・

池
沼
・
山
林
・
原
野
・
鉱
泉
地
・

牧
場
・
雑
種
地
を
い
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
登
記
上
の
地
目
に
か
か

わ
り
な
く
、
そ
の
年
の
１
月
１

日(

賦
課
期
日)

の
現
況
の
地

目
で
評
価
し
ま
す
。

②
地
積（
面
積
）：
原
則
と
し
て
登

平
成
30
年
度
は
固
定
資
産
税
の

評
価
替
え
の
年
で
す

記
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
地
積

に
な
り
ま
す
。

③
価
格（
評
価
額
）：
評
価
は
、
売
買

実
例
価
額
を
基
と
し
た
正
常
売
買

価
格
を
基
礎
と
し
て
求
め
ま
す
。

●
家
屋
の
評
価
替
え

　

平
成
30
年
１
月
１
日
ま
で
に
建

築
さ
れ
た
家
屋
の
再
建
築
価
格

（
評
価
時
に
、
同
じ
家
を
建
て

た
と
し
た
ら
建
築
費
は
い
く
ら

に
な
る
の
か
）を
求
め
、
こ
れ

に「
建
築
物
価
の
変
動
割
合
」と

「
経
年
減
点
補
正
率
」を
反
映
し

て
、
評
価
額
を
見
直
し
ま
す
。

①
建
築
物
価
の
変
動
割
合
：
建
築
物

価
の
変
動
割
合
と
は
、
平
成
27
年

度
と
平
成
30
年
度
の
建
築
物
価
の

変
動
を
比
べ
た
指
数
で
す
。

②
経
年
減
点
補
正
率
：
家
屋
は
古

く
な
る
た
め
、
そ
の
経
過
年
数

を
評
価
額
に
反
映
さ
せ
ま
す
。

　

そ
れ
が
経
年
減
点
補
正
率
で
、

評
価
替
え
の
た
び
に
数
値
は
低

く
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
家
屋

が
存
在
す
る
限
り
は
使
用
価
値

が
あ
る
た
め
、
最
低
数
値
０
・

２
に
な
っ
た
後
は
据
え
置
か
れ

ま
す
。
最
低
数
値
に
な
る
ま
で

の
期
間
は
、
一
般
的
な
木
造
住

宅
で
は
約
25
年
、
軽
量
鉄
骨
造

の
住
宅
で
は
約
30
年
で
す
。

　

評
価
額
は
増
改
築
、
取
り
壊
し

な
ど
が
な
い
限
り
、
平
成
30
年

度
か
ら
平
成
32
年
度
ま
で
の
３

年
間
は
据
え
置
か
れ
ま
す
。

　

税
務
課　
　

１
階

資
産
税
土
地
係

　
（
２
３
）８
７
２
６

資
産
税
家
屋
係

　
（
２
３
）８
８
６
４

　

償
却
資
産
と
は
、
会
社
や
個
人

で
工
場
や
商
店
、
ア
パ
ー
ト
な
ど

を
経
営
し
て
い
る
方
が
事
業
の
た

め
に
所
有
し
て
い
る
事
業
用
資
産

を
い
い
ま
す
。

　

償
却
資
産
を
お
持
ち
の
方
は
、
平

成
30
年
１
月
１
日
現
在
の
資
産
の
状

況
に
つ
い
て
、
１
月
31
日(

水)

ま
で

に
申
告
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
告
対
象
と
な
る
主
な
償
却
資
産

①
構
築
物（
舗
装
路
面
、
フ
ェ
ン

ス
、
看
板
、
受
変
電
設
備
、
煙
突
、

鉄
塔
な
ど
）

②
機
械
及
び
装
置（
旋
盤
、
ポ
ン

プ
、
各
種
製
造
設
備
の
機
械
・
装

置
、
太
陽
光
発
電
設
備
な
ど
）

③
車
両
及
び
運
搬
具（
貨
車
、
客

車
、
大
型
特
殊
自
動
車
な
ど
）

④
工
具
、器
具
、備
品（
パ
ソ
コ
ン
、

医
療
機
器
、
測
定
工
具
、
机
、
イ

ス
な
ど
）

●
申
告
対
象
外
と
な
る
償
却
資
産

①
耐
用
年
数
１
年
未
満
の
資
産
ま

た
は
取
得
価
格
が
10
万
円
未
満
の

資
産
で
法
人
税
法
な
ど
の
規
定
に

よ
り
一
時
に
損
金
算
入
さ
れ
た
も

の（
い
わ
ゆ
る
小
額
償
却
資
産
）

②
取
得
価
格
が
20
万
円
未
満
の
資

産
で
法
人
税
法
な
ど
の
規
定
に
よ

り
３
年
間
で
一
括
し
て
均
等
償
却

す
る
も
の（
い
わ
ゆ
る
一
括
償
却

資
産
）

③
法
人
税
法
第
64
条
の
２
第
１
項
・

所
得
税
法
第
67
条
の
２
第
１
項
に

規
定
す
る
リ
ー
ス
資
産
で
取
得
価

額
が
20
万
円
未
満
の
も
の

④
自
動
車
税
お
よ
び
軽
自
動
車
税

の
対
象
と
な
る
も
の

⑤
無
形
減
価
償
却
資
産（
特
許
権
、

漁
業
権
な
ど
）

※
①
、
②
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、

個
別
の
資
産
ご
と
の
耐
用
年
数
に

よ
り
通
常
の
減
価
償
却
を
行
っ
て

い
る
も
の
は
課
税
の
対
象
と
な
り

ま
す
。

問
税
務
課　
　

1
階　

　
（
２
３
）８
８
６
４

固
定
資
産
税
償
却
資
産
の
申

告
に
つ
い
て

く
ら
し

大
田
原
市
火
葬
場

収
骨
方
法
が
変
わ
り
ま
す

現
在
、
大
田
原
市
火
葬
場
で
は
、

火
葬
後
の
ご
遺
骨
を
火
葬
炉
か
ら

取
り
出
し
た
台
車
の
ま
ま
収
骨
室

に
移
動
し
、
そ
の
台
車
か
ら
直
接

収
骨
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

そ
の
際
、
火
葬
後
の
台
車
は
高
温

の
た
め
、
火
傷
や
衣
服
を
焦
が
さ

な
い
よ
う
注
意
を
お
願
い
し
て
お

り
ま
し
た
。

　

平
成
30
年
１
月
４
日（
木
）か
ら

は
、
ご
利
用
い
た
だ
く
方
の
安
全

を
考
慮
し
、
火
葬
後
の
ご
遺
骨
を

収
骨
専
用
の
台
に
移
し
た
後
、
そ

の
台
か
ら
収
骨
す
る
方
法
に
変
え

ま
す
。

　

な
お
、
従
来
ど
お
り
の
収
骨
方

法
を
希
望
さ
れ
る
場
合
に
は
、
火

葬
場
職
員
に『
火
葬
場
使
用
許
可

書
』を
提
出
す
る
際
、
そ
の
旨
お

申
し
出
く
だ
さ
い
。

　

生
活
環
境
課
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２
３
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